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Ⅰ．地方公会計制度の概要 

 

１．制度導入の背景 

現在、地方公共団体（公営企業会計を除く）の会計手法は、歳入と歳出を現金の

受渡しの時点で認識する現金主義を採用し、毎年度、会計年度独立の原則に基づい

て単年度会計、単式簿記による歳入・歳出の収支計算により決算書等を作成してい

ます。 

一方で、地方公共団体の厳しい財政状況の中で、財政の透明性を高め、住民に対

する説明責任をより適切に果たし、財政の効率化・適正化を図るため、従来からの

現金主義・単式簿記による予算・決算制度に加えて、発生主義・複式簿記といった

企業会計的手法を活用した財務書類（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動

計算書及び資金収支計算書等）の開示が推進されています。 

地方公会計の整備については、平成１２年に貸借対照表等のモデル、平成１８年

には基準モデル及び総務省方式改訂モデルが総務省から示され、平成２６年４月に

は、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統

一的な基準が示されました。平成２７年１月には、より詳細な内容等を記載した「統

一的な基準による地方公会計マニュアル」が公表され、統一的な基準による財務書

類等を原則として平成２７年度から平成２９年度までの３年間で全ての地方公共団

体において作成し、予算編成等に積極的に活用するよう総務省から地方公共団体に

要請がありました。 

当市では上記の要請を受け、平成２８年度決算から統一的な基準による財務書類

を作成し公開しています。 

 

２．財務書類とは 

統一的な基準による財務書類とは、「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産

変動計算書」、「資金収支計算書」の４表と、これらの財務書類に関連する事項につ

いての附属明細書です。 

発生主義・複式簿記による財務書類を作成することにより、現行の単式簿記によ

る現金主義会計では把握することが困難な建物等の現在の価値や退職手当引当金な

ど将来的に必要な支出、建物等の減価償却による費用等を算定し、資産・負債に係

るストック情報や行政サービスを提供するために発生した情報を把握することがで

きます。 

なお、一般会計等財務書類に加えて、その他の特別会計・企業会計や、志摩市と

他の自治体と共同で行政サービスを実施している一部事務組合・広域連合等も一つ

の行政サービス実施主体とみなし、連結財務書類についても作成しています。 
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 ①貸借対照表 

地方公共団体が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、

その資産をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを総括的に対照表示

した一覧表です。資産合計額（左側）と負債・純資産合計額（右側）が一致し、

左右がバランスしていることからバランスシートとも呼ばれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②行政コスト計算書 

４月１日から翌年３月３１日まで１年間の行政活動のうち、扶助費や施設の維

持管理、他団体への補助金など地方公共団体の資産形成に結びつかない行政サー

ビスに係る経費と、利用者が負担した使用料や手数料など行政サービスの対価と

して得られた財源を対比させた財務書類です。 

 

 ③純資産変動計算書 

貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目の数値が１年間でどのように

変動したかを表している計算書です。 

純資産の部は今までの世代が負担してきた金額が計上されていますので、１年

間で今までの世代が負担してきた部分が増えたのか減ったのかがわかります。 

 

 ④資金収支計算書 

資金収支計算書は、年度内における資金の収入及び支出を性質の異なる３つの

区分（「業務活動収支」、「投資活動収支」、「財務活動収支」）に分けて表示した財

務書類です。地方公共団体のどのような活動に資金が必要とされ、それをどのよ

うに賄ったのか（資金の調達源泉）を読み取ることができ、年度末における資金

残高を計算しています。 

 

 ⑤財務書類４表の相互関係 

これまで各財務書類について解説してきましたが、４つの表は相互に関連して

います。一つひとつの表を理解することも重要ではありますが、４つの表を相互

に関連付けて理解することが志摩市の財政状況を把握する上で最も重要となりま

す。 

 

 

資産 

（プラス財産） 

 

負債 

（マイナス財産） 

純資産 

（財産の差額） 

使う資産 

（例：インフラ資産、施設） 

売れる資産、回収する資産 

（例：売却予定土地、貸付金） 

将来世代の負担 

（例：地方債、将来支払う 

職員の退職金） 

国・県の負担、過去または 

現世代の負担 

（例：補助金、これまでに 

収納した税金） 
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貸借対照表  行政コスト計算書  純資産変動計算書  資金収支計算書 

 

資 産 

 

 

負 債 

 
経常費用 

 
前年度末残高  業務活動収支 

 
経常収益 

 
純行政コスト  投資活動収支 

 
臨時損失 

 
財源  財務活動収支 

 
臨時利益 

 
固定資産等の変動  前年度末残高 

純資産 
 

純行政コスト 
㋒ 

本年度末残高  本年度末残高 

㋑ 

㋐ 

＋本年度末 歳計外現金残高 

 

㋐ 貸借対照表の資産のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末

残高に本年度末歳計外現金残高を足したものと対応します。貸借対照表では、

現金預金の残高だけを表示していますが、資金収支計算書では、現金預金の残

高になるまでの明細も表示していますので、資金収支計算書は貸借対照表の現

金預金の明細表と言えます。 

 

㋑ 貸借対照表の「純資産」の金額は、資産と負債の差額として計算されますが、

これは純資産変動計算書の本年度末純資産残高と対応します。前年度の貸借対

照表の純資産の部の額が今年度の純資産の部の額に変化した内容を増加と減少

に分けて表示したもので、㋐と同様に純資産変動計算書は貸借対照表の純資産

の部の明細表と言えます。 

 

㋒ 行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、費用と収益の差額ですが、

これは純資産変動計算書の「純行政コスト」と対応します。 

 

  

うち 

現金預金 
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Ⅱ．一般会計等財務書類について 

 

１．一般会計等財務書類の作成基準 

志摩市の一般会計等財務書類は、統一的な基準により作成しています。 

 

①対象会計 

この財務書類は、次の会計からなる一般会計等を対象としています。 

・一般会計     ・住宅新築資金等貸付事業特別会計 

 

②作成基準日 

令和７年３月３１日を作成基準日としています。 

出納整理期間（令和７年４月１日～令和７年５月３１日）における取引は、基

準日までに終了したものとして処理しています。 

 

③会計処理 

公会計に固有の会計処理も含め、総勘定元帳等の会計帳簿から誘導的に作成し

ています。 

  

 ④単位 

  財務書類は、百万円単位で表示しています。百万円未満を四捨五入して表示し

ているため、合計金額が一致しない場合があります。なお、単位未満の計数があ

るときは「０」を、計数がないときは「‐」を表示しています。 

 

⑤固定資産の評価基準・評価方法 

固定資産の計上については、有形固定資産・無形固定資産とも取得原価による

こととしています。 

ただし、開始時の評価基準・評価方法については、次のとおりです。 

・昭和５９年度以前に取得した有形固定資産    再調達原価 

（道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円） 

・昭和６０年度以後に取得した有形固定資産、全ての無形固定資産 

取得原価が判明しているもの         取得原価 

取得原価が不明なもの            再調達原価 

 

⑥有形固定資産等の減価償却の方法 

 有形固定資産等の減価償却は、種類の区分ごとに定額法によって行います。 

 

⑦徴収不能引当金の計上方法 

未収金・長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により徴収不

能見込額を計上しています。  
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２．令和６年度決算に基づく財務書類４表 

 

（１）貸借対照表 

令和６年度末の志摩市の「資産」は、７１４億８百万円あります。この「資産」

を形成するための財源は、国・県の補助金やこれまでの世代が負担した「純資産」

が４６８億６千９百万円、将来世代の負担である「負債」は２４５億３千９百万円

となっています。したがいまして、おおむね「負債」が３４．４％、「純資産」が６

５．６％の割合となっています。 

（単位：百万円）

１．固定資産
66,881

１．固定負債
21,676

　(1)有形固定資産
61,974

　(1)地方債
16,810

　　①事業用資産
41,810

　(2)長期未払金
-

　　②インフラ資産
19,132

　(3)退職手当引当金
4,866

　　③物品
1,033

　(4)損失補償等引当金
-

　(2)無形固定資産
92

　(5)その他
-

　(3)投資その他の資産
4,814

２．流動負債
2,863

　　①投資及び出資金
1,007

　(1)１年内償還予定地方債
2,208

　　②投資損失引当金
△ 293

　(2)未払金
2

　　③長期延滞債権
374

　(3)未払費用
-

　　④長期貸付金
-
　(4)前受金

-

　　⑤基金
3,750

　(5)前受収益
-

　　⑥その他
-
　(6)賞与等引当金

488

　　⑦徴収不能引当金
△ 24

　(7)預り金
165

２．流動資産
4,527

　(8)その他
-

　(1)現金預金
1,000

負債合計
24,539

　(2)未収金
96

　(3)短期貸付金
-
１．固定資産等形成分

70,322

　(4)基金
3,441

２．余剰分（不足分）
△ 23,453

　(5)棚卸資産
-

　(6)その他
-

　(7)徴収不能引当金
△ 9

純資産合計
46,869

資産合計
71,408

負債及び純資産合計
71,408

貸　借　対　照　表
（令和7年3月31日現在）

【資産の部】 【負債の部】

【純資産の部】

 

前年度末貸借対照表と比較すると、資産合計は、７３０億１千２百万円から７１

４億８百万円と１６億４百万円の減少となっています。 
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一方、これに対応するものとして、将来返済が必要な負債合計は、２４７億５千

８百万円から２４５億３千９百万円と２億１千９百万円減少しています。 

 また、資産に対する割合は、負債が３３．９％から３４．４％と０．５ポイント

上昇し、純資産が６６．１％から６５．６％と０．５ポイント低下しています。 

前年度末と比べて負債の割合が上昇していることから、将来への負担は増加して

いることがわかります。 

 

（単位:百万円）

令和５年度末 令和６年度末 増減額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ

１．固　定　資　産 68,901 66,881 △ 2,020

２．流　動　資　産 4,111 4,527 416

資　産　合　計
（Ａ）

73,012 71,408 △ 1,604

１．固　定　負　債 21,815 21,676 △ 139

２．流　動　負　債 2,942 2,863 △ 79

負　債　合　計
（Ｂ）

24,758 24,539 △ 219

純 資 産 合 計
（Ｃ）

48,255 46,869 △ 1,386

負債・純資産合計 73,012 71,408 △ 1,604

 

令和５年度末 令和６年度末 増減額
ａ ｂ ｂ－ａ

負債合計 （Ｂ） ／資産合計（Ａ） 33.9% 34.4% 0.5

純資産合計（Ｃ）／資産合計（Ａ） 66.1% 65.6% -0.5
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（２）行政コスト計算書 

  令和６年度の「経常費用」は、減価償却費や退職手当引当金といった非現金支

出を含め２４７億７千６百万円、これに対して「経常収益」は６億５千２百万円

（受益者負担割合は２．６％）で、差引「純経常行政コスト」は２４４億７千２

百万円となっています。 

（単位：百万円）

金額 （構成比率）

１．経常費用
24,776 100.0%

　(1)業務費用
15,095 60.9%

　　①人件費
6,505 26.3%

　　②物件費等
8,310 33.5%

　　③その他の業務費用
279 1.1%

　(2)移転費用
9,681 39.1%

　　①補助金等
3,840 15.5%

　　②社会保障給付
3,147 12.7%

　　③他会計への繰出金
2,691 10.9%

　　④その他
3 0.0%

２．経常収益
652

　(1)使用料及び手数料
266

　(2)その他 386

純経常行政コスト 24,124

３．臨時損失
349

　(1)災害復旧事業費
-

　(2)資産除売却損
348

　(3)投資損失引当金繰入額
-

　(4)損失補償等引当金繰入額
-

　(5)その他
1

４．臨時利益
-

　(1)資産売却益
-

　(2)その他 -

（差引）純行政コスト 24,472

行政コスト計算書

自　令和6年4月1日

至　令和7年3月31日
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（３）純資産変動計算書 

  令和６年度の「純行政コスト」２４４億７千２百万円に対し、地方税や地方交

付税など「税収等」が１７９億４千３百万円、「国県等補助金」が５０億７千２百

万円ありました。また、「無償所管換等」が６千７百万円の増加となりました。 

その結果、前年度末に４８２億５千５百万円であった純資産残高が、本年度末

では４６８億６千９百万円となり１３億８千６百万円減少しました。 

（単位：百万円）

科目 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高
48,255 72,041 △ 23,786

  純行政コスト（△）
△ 24,472 △ 24,472

  財源
23,015 23,015

    税収等
17,943 17,943

    国県等補助金
5,072 5,072

  本年度差額
△ 1,458 △ 1,458

  固定資産等の変動（内部変動）
△ 1,791 1,791

    有形固定資産等の増加
1,863 △ 1,863

    有形固定資産等の減少
△ 3,546 3,546

    貸付金・基金等の増加
2,632 △ 2,632

    貸付金・基金等の減少
△ 2,741 2,741

  資産評価差額
5 5

  無償所管換等
67 67

  その他
- - -

  本年度純資産変動額
△ 1,386 △ 1,719 334

本年度末純資産残高
46,869 70,322 △ 23,453

純資産変動計算書

自　令和6年4月1日

至　令和7年3月31日
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（４）資金収支計算書 

 「業務活動収支」で生じた余剰（黒字）の１４億８千２百万円で、「投資活動収支」

の収支不足（赤字）１１億６千万円と「財務活動収支」の収支不足（赤字）２億円

を補てんしています。 

 「業務活動収支」の黒字額が、「投資活動収支」と「財務活動収支」の収支不足額

の合計を上回るため、前年度末に９億１百万円あった現金預金（歳計外現金を含む）

は、本年度末では１億２千３百万円増加し、１０億円となっています。 

 

【業務活動収支】  【投資活動収支】 

収 入 

23,054百万円 

 

・地方税 

・地方交付税 

・国県等補助金 

・使用料、手数料 

・分担金、負担金等 

・諸収入 

・その他 

 

支 出 

21,233百万円 

 

・人件費 

・物件費 

・社会保障給付 

・補助金等 

・支払利息 

・他会計等への事務

費充当財源繰出 

・その他 

 収 入 

3,229百万円 

 

・国県等補助金 

・基金取崩 

・貸付金元金回収額 

・資産売却 

支 出 

4,389百万円 

 

・公共施設等整備費 

・基金積立金 

 

 

  収支不足 ㋑ 

 1,160百万円 

   

 【財務活動収支】 

収支余剰 ㋐ 

1,482百万円 

 収 入 

 2,094百万円 

 

・地方債発行額 

支 出 

2,294百万円 

 

・地方債償還額 

 収支不足 ㋒ 

200百万円 

   ㋐ ‐ ㋑ ‐ ㋒ 123百万円 

前年度末現金預金残高 

901百万円 

（現金預金 713百万円・歳計外現金 188百万円） 

 本年度末現金預金残高 

1,000百万円 

（現金預金 835百万円・歳計外現金 165百万円） 
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（５）指標による分析 

 

①住民一人当たり資産額 

 資産額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たりの資産額を算出します。 

志摩市においては、前年度から１千円増加して１６１万９千円となり、住民一人

当たりの資産額が微増となりました。 

令和５年度 令和６年度 差引

資産総額 　　　　　　　　（Ａ） 73,012百万円 71,408百万円

住民基本台帳人口　　　　 （Ｂ） 45,114人 44,110人

住民一人当たり資産額
（Ａ）／（Ｂ）

1,618千円 1,619千円 1千円

※令和５年度は令和６年１月１日時点、令和６年度は令和７年１月１日時点における住民基本

台帳人口で計算しています。 

 

②歳入額対資産比率 

歳入総額に対する資産の割合から、形成されたストックである資産について何年分

の歳入に相当するか資産形成の規模を測ることができます。この比率が高いほど社会

資本の整備が進んでいるといえます。 

志摩市においては、前年度から０．１０年分減少して２．４５年分となり、資産形

成の規模が縮小したことがわかります。 

令和５年度 令和６年度 差引

業務収入（臨時収入含む） （Ａ） 23,083百万円 23,054百万円

投資活動収入　　　　　　 （Ｂ） 2,328百万円 3,229百万円

財務活動収入　　　　　　 （Ｃ） 2,219百万円 2,094百万円

前年度末資金残高　　　　 （Ｄ） 1,052百万円 713百万円

歳入総額(A+B+C+D)　　   （Ｅ） 28,682百万円 29,090百万円

資産合計　　　　　　　　 （Ｆ） 73,012百万円 71,408百万円

歳入額対資産比率　（Ｆ）／（Ｅ） 2.55年分 2.45年分 △0.10年分
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③有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率） 

 有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算

出することにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを

全体として把握することができます。 

 志摩市においては、前年度から１．０ポイント上昇して７０．４％となり、わず

かですが資産の老朽化が進んだことがわかります。 

令和５年度 令和６年度 差引

減価償却累計額（物品除く）（Ａ） 108,289百万円 111,437百万円

有形固定資産合計　　　 　（Ｂ） 63,542百万円 61,974百万円

土地等の非償却資産（物品含む）（Ｃ） 15,871百万円 15,213百万円

有形固定資産減価償却率
(Ａ)／（(Ｂ)－(Ｃ)＋(Ａ))

69.4％ 70.4％ 1.0

 

④純資産比率 

 純資産に対する資産の割合から、保有している有形固定資産等がどの世代（これ

までの世代・将来世代）の負担により行われたのかを把握し、世代間負担の公平性

を測ることができます。 

 志摩市においては、前年度から０．５ポイント減少して６５．６％となり、わず

かですがこれまでの世代の負担割合が小さくなったことがわかります。 

令和５年度 令和６年度 差引

純資産合計　　　（Ａ） 48,255 46,869

資産合計　　　  （Ｂ） 73,012 71,408

純資産比率（Ａ／Ｂ） 66.1% 65.6% △ 0.5

 

⑤社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率） 

有形・無形固定資産（社会資本整備の結果）に対する地方債残高（将来世代の負担）

の割合から、社会資本の整備が世代間でどのように負担されているかをみることがで

きます。 

志摩市においては、前年度から１．５ポイント上昇して１７．８％となり、わずか

ですが将来世代の負担が多くなったことがわかります。 

令和５年度 令和６年度 差引

有形・無形固定資産合計  （Ａ） 63,683百万円 62,066百万円

地方債残高※ 　　　　　 （Ｂ） 10,377百万円 11,018百万円

社会資本等形成の世代間負担比率
（Ｂ／Ａ）

16.3% 17.8% 1.5

※地方債残高…特例地方債（臨時財政対策債等）を除く 
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⑥住民一人当たり行政コスト 

 行政コスト計算書で算出される行政コストを住民基本台帳人口で除して住民一人

当たりの純行政コストを算出します。 

志摩市においては、前年度から３万４千円増加して５５万５千円となり、行政コ

ストが増加したことがわかります。 

令和５年度 令和６年度 差引

行政コスト 　　　　　（Ａ） 23,522百万円 24,472百万円

住民基本台帳人口　　 （Ｂ） 45,114人 44,110人

住民一人当たり行政コスト
（Ａ）／（Ｂ）

521千円 555千円 34千円

※令和５年度は令和６年１月１日時点、令和６年度は令和７年１月１日時点における住民基本

台帳人口で計算しています。 

 

⑦住民一人当たり負債額 

 負債額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たりの負債額を算出します。 

志摩市においては、前年度から７千円増加して５５万６千円となりました。 

令和５年度 令和６年度 差引

負債総額 　　　　　　　（Ａ） 24,758百万円 24,539百万円

住民基本台帳人口　　　 （Ｂ） 45,114人 44,110人

住民一人当たり負債額
（Ａ）／（Ｂ）

549千円 556千円 7千円

※令和５年度は令和６年１月１日時点、令和６年度は令和７年１月１日時点における住民基本

台帳人口で計算しています。 

 

⑧基礎的財政収支 

資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出を除く）及び投資活動収支の合算

額を算出することにより、地方債等の元利償還額を除いた歳出と地方債発行収入を除

いた歳入のバランスを占める指標となります。このバランスが均衡している場合には

経済成長率が長期金利を下回らない限り経済規模に対する地方債等の比率は増加せ

ず、持続可能な財政運営であるといえます。 

志摩市においては、前年度から４億円減少しており、これは物価高騰に伴う業務費

用支出（人件費及び物件費等）の増加が大きな要因となります。 
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令和５年度 令和６年度 差引

業務活動収支（支払利息支出除く）（Ａ） 2,587百万円 1,555百万円

投資活動収支（基金除く）　 （Ｂ） △1,875百万円 △1,243百万円

基礎的財政収支　　　　（Ａ＋Ｂ） 712百万円 312百万円 △400百万円

⑨受益者負担比率 

行政コスト計算書における経常収益は、いわゆる受益者負担の金額であるため、経

常費用に対する割合を算定することで、行政サービスの提供に対する受益者負担の割

合を算定することができます。 

志摩市においては、前年度末から０．２ポイント増加して２．６％となっており、

受益者負担の割合が微増していることがわかります。 

令和５年度 令和６年度 差引

経常費用　　　　　（Ａ） 23,939百万円 24,776百万円

経常収益　　　　　（Ｂ） 574百万円 652百万円

受益者負担比率　　（Ｂ／Ａ） 2.4％ 2.6％ 0.2
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Ⅲ．連結財務書類について 

 

１．連結財務書類とは 

 連結財務書類とは、一般会計等のほか、自治体を構成するその他の特別会計、自

治体と連携協力して行政サービスを実施している関係団体や法人を一つの行政サー

ビス実施主体とみなして作成する財務書類です。 

 志摩市の連結対象範囲は統一的な基準により、一般会計等、公営企業会計（法適

用）、その他の特別会計、一部事務組合・広域連合、地方独立行政法人、地方三公社、

そして市が一定割合以上の出資を行っている第三セクター等となっています。 

 

２．連結財務書類の作成基準 

（１）連結対象会計・団体 

 連結対象としている会計・団体は次のとおりです。 

 

一般会計 一
般
会
計
等 

財
務
書
類 

全
体
財
務
書
類 

連
結
財
務
書
類 

住宅新築資金等貸付事業特別会計 

国民健康保険特別会計   

後期高齢者医療特別会計   

介護保険特別会計   

水道事業会計   

下水道事業会計  

国民健康保険病院事業会計   

志摩広域行政組合     

三重県市町総合事務組合     

鳥羽志勢広域連合     

三重県後期高齢者医療広域連合     

三重地方税管理回収機構     

※地方独立行政法人、地方三公社、第三セクター等について、連結対象となる団体はあり

ません。 

  



 - 15 - 

（２）調整事項 

 以下の点について、連結処理を行うに当たり調整を行っているため、各固有の貸

借対照表などとは違いがあります。 

 

※連結処理を行うにあたり調整している主なもの 

 ・企業会計等への出資金などの相殺消去 

 ・その他の特別会計への繰出金などの相殺消去 

 ・会計間での補助金の授受についての相殺消去 

・一部事務組合、広域連合への負担金などの相殺消去 
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Ⅳ．用語解説 

 

【貸借対照表】（一般会計等） 

用 語 解  説 

有形固定資産 行政サービスを提供するために使用する資産など 

「事業用資産」「インフラ資産」「物品」に分類しています。 

事業用資産：庁舎、福祉施設（保育所・児童館等）、 

教育施設（学校・図書館等）など 

インフラ資産：道路、河川、港湾、公園など 

物品：機械器具、美術品など 

投資及び出資金 公営企業会計への出資金や民間企業の株式、財団法人への出損金など 

投資損失引当金 将来発生する可能性のある投資損失見込額 

出資先団体の資産や負債の状況から、損失の見込額を算定 

長期延滞債権 市税や貸付金・使用料などの滞納繰越調定収入未済の収益・財源 

未収金 市税や使用料などの現年調定現年収入未済の収益・財源 

財政調整基金 年度間の財源調整を図り、財政の健全な運営のために設けている基金 

減債基金 地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けてい

る基金 

徴収不能引当金 長期延滞債権や未収金のうち、将来回収不能と見込まれる額 

過去の不納欠損の実績などから算定 

退職手当引当金 将来発生すると考えられる退職手当見込額を負債計上したもの 

特別職を含む全職員が年度末に普通退職したと仮定して算定 

損失補償等引当金 履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体

財政健全化法上、将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上 

賞与等引当金 基準日時点までの期間に対応する期末手当・勤勉手当及び法定福利費

を計上 

 

【行政コスト計算書】（一般会計等） 

用 語 解  説 

職員給与費 職員等に対して勤労の対価や報酬として支払われる費用 

賞与等引当金繰入額 賞与等引当金に当年度繰り入れた額 

退職手当引当金繰入額 退職手当引当金に当年度繰り入れた額 

ただし、退職手当組合に加入している場合は、退職手当引当金繰入額

は記載せず、移転費用の補助金等でその分担金等を記載 

物件費 旅費、備品購入費、委託料、光熱水費などの経費 

維持補修費 施設などの維持修繕に要する経費 

減価償却費 有形固定資産が経年劣化などに伴い価値が減少したと認められる額 
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用 語 解  説 

支払利息 地方債及び一時借入金の利子支払額 

徴収不能引当金繰入額 貸付金や未収金などについて、貸借対照表上の回収不能見込額に当年

度計上した額 

補助金等 各種団体に対する補助金など 

社会保障給付 児童手当の支給、高齢者や障害者に対する援護措置、生活保護などに

要する経費 

他会計への繰出金 特別会計など他会計に対する繰出金 

使用料及び手数料 施設を利用した際に徴収する料金や戸籍や住民票、税務証明の発行な

ど公の役務の提供に対し徴収する料金 

純経常行政コスト 経常費用から行政サービス提供の対価である使用料・手数料などの経

常収益を差し引いた額 

これについては市税など一般財源等により賄われる 

純行政コスト 純経常行政コストに、臨時損失から臨時利益を差し引いた額を足した

額 

 

【純資産変動計算書】（一般会計等） 

用 語 解  説 

財源 「税収等」「国県等補助金」に分類しています。 

税収等：地方税、地方交付税、地方譲与税等 

国県等補助金：国庫支出金、県支出金等 

有形固定資産等の増加 有形固定資産及び無形固定資産（以下、「有形固定資産等」という）

の形成による保有資産の増加額、有形固定資産等の形成のために支出

（または支出が確定）した金額 

有形固定資産等の減少 有形固定資産等の減価償却費相当額及び除売却による減少額、有形固

定資産等の売却収入（元本分）、除却相当額及び自己金融効果を伴う

減価償却費相当額 

貸付金・基金等の増加 貸付金・基金等の形成による保有資産の増加額 

新たな貸付金・基金等のために支出した金額 

貸付金・基金等の減少 貸付金の償還及び基金の取崩等による減少額 

貸付金の償還収入及び基金の取崩収入相当額等 

資産評価差額 有価証券等の評価差額 

無償所管換等 寄附などにより無償で取得した固定資産の評価額等 

 


